
資料21－1－20　　　　主な検査対象機関及び根拠法令

検 査 対 象対 象 数検 査 の 根 拠 法 令

銀 行 持 株 会 社 １１ 銀 行 法 第 ５ ２ 条 の ３ ２

都 市 銀 行 ６ 銀 行 法 第 ２ ５ 条

長 期 信 用 銀 行 ２ 長 期 信 用 銀 行 法 第 １ ７ 条

信 託 銀 行 ２６
銀行法第２５条及び金融機関の信託業務
の 兼 営 等 に 関 す る 法 律 第 ４ 条

地 方 銀 行 ６５ 銀 行 法 第 ２ ５ 条

第 二 地 方 銀 行 ５０ 銀 行 法 第 ２ ５ 条

信 用 金 庫 ３０７ 信 用 金 庫 法 第 ８ ９ 条

労 働 金 庫 １４ 労 働 金 庫 法 第 ９ ４ 条

信 用 協 同 組 合 １８２ 協同組合による金融事業に関する法律第６条

保 険 持 株 会 社 ４ 保 険 業 法 第 ２ ７ １ 条 の ２ ８

生 命 保 険 会 社 ４０

損 害 保 険 会 社 ５１

証 券 持 株 会 社 ３ 証 券 取 引 法 第 ５ ９ 条

証 券 会 社 ２６５
証 券 取 引 法 第 ５ ９ 条
外国証券業者に関する法律第３１条

投 資 信 託 委 託 業 者 ８９ 投資信託及び投資法人に関する法律第３９条

投 資 顧 問 業 者 ６３４
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関
す る 法 律 第 ３ ６ 条

信用農業協同組合連合会 ４７ 農 業 協 同 組 合 法 第 ９ ４ 条

信用漁業協同組合連合会 ３３ 水 産 業 協 同 組 合 法 第 １ ２ ３ 条

（注１）対象数については、平成１６年３月３１日現在。
（注２）地方銀行については、埼玉りそな銀行を含む。
（注３）信用金庫については、信金中央金庫を含む。
（注４）労働金庫については、労働金庫連合会を含む。
（注５）信用協同組合については、全国信用協同組合連合会を含む。
（注６）信用農業協同組合連合会には農業協同組合を含む。

保 険 業 法 第 １ ２ ９ 条
保 険 業 法 第 ２ ０ １ 条
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政策金融機関及び日本郵政公社に対する検査の根拠法令 

検査対象 検査の根拠法令 

商工組合中央金庫 

商工組合中央金庫法第４３条、第４３ノ２ 

商工組合中央金庫法第４３条ノ２の検査の権限の委任に関する

政令第１条 

国民生活金融公庫 
国民生活金融公庫法第３０条、第３０条の２ 

国民生活金融公庫法施行令第２３条 

住宅金融公庫 
住宅金融公庫法第３２条、第３２条の２ 

住宅金融公庫法施行令第３２条 

農林漁業金融公庫 
農林漁業金公庫法第３０条、第３０条の２ 

農林漁業金公庫法施行令第１６条 

中小企業金融公庫 
中小企業金融公庫法第３１条、第３１条の２ 

中小企業金融公庫法施行令第１８条 

公営企業金融公庫 
公営企業金融公庫法第３７条、第３７条の２ 

公営企業金融公庫法施行令第１７条 

沖縄振興開発金融公庫 
沖縄振興開発金融公庫法第３３条、第３３条の２ 

沖縄振興開発金融公庫法施行令第９条の２ 

国際協力銀行 
国際協力銀行法第５３条、第５３条の２ 

国際協力銀行法施行令第３０条 

日本政策投資銀行 
日本政策投資銀行法第５０条、第５０条の２ 

日本政策投資銀行法施行令第２７条 

日本郵政公社 
日本郵政公社法第５８条、第５９条 

日本郵政公社法施行令第２８条 
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